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１．難病対策について

（１）難病対策について

①「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」について

平成27年９月に、「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本

的な方針」が策定された。この基本方針に基づき、指定難病、難病相談支援センタ

ー、医療提供体制等に係る検討を進め、平成28年度以降においても難病相談支援セ

ンターの体制強化等について計画的に取り組むこととしている。

②医療費助成の対象となる疾病の拡大

難病法の医療費助成の対象となる疾病については、厚生科学審議会疾病対策部会

指定難病検討委員会での議論を踏まえ、306疾病が指定されているところである。

また、本年度中に、同委員会での議論を再開することとしている。

（２）難病法に基づく大都市特例の施行等について

①大都市特例の施行（事務の委譲）

難病法第40条に基づく、都道府県から指定都市への事務の委譲が、平成30年度に

予定されており、今後、御意見を頂くこととしているので御協力をお願いする。

②地方分権改革（義務付け・枠付けの見直しの対応）

平成27年12月22日に閣議決定された「平成27年の地方からの提案等に関する対応

方針」においては、医療受給者証の交付に係る事務について、制度の趣旨も踏まえ

つつ、患者の利便性の向上や地方公共団体の事務負担の軽減の観点から検討を行う

旨等が掲げられているところ。ついては、都道府県等を始めとした関係者の意見を

聴きながら検討を実施したいと考えているため、御協力をお願いする。

また、緊急その他やむを得ない場合には医療受給者証に名称が記載された指定医

療機関以外の指定医療機関での診療等も特定医療費の支給対象とすることができる

ところ、実施主体である地方公共団体の判断により、患者の個別の事情に応じた柔

軟な対応が可能である旨を、当該閣議決定に基づき、近日中に通知予定であるので、

御承知おきいただきたい。

（３）平成28年度予算（案）及び各種事業について

平成28年度予算（案）においては、

・難病患者に対する法律に基づく医療費助成制度（難病医療費等負担金）

・スモン等の特定疾患患者の医療費負担を軽減する特定疾患治療研究事業

・難病相談支援センター事業等による地域における難病患者の生活支援

・難治性疾患の原因解明や治療法の確立に向けた難治性疾患等政策研究事業／難治性

疾患克服研究事業

など、難病対策を総合的に推進・充実することとしており、総額1,269億円を計上した。
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①難病医療費等負担金について

難病法に基づく特定医療に要する経費として、1,148億円の予算を計上している。

都道府県においては、医療費助成の認定事務手続に多大な御尽力を頂いているが、

引き続き御協力をお願いする。

②特定疾患治療研究事業について

「スモン」、「プリオン病（ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤ

コブ病に限る。）」、「難治性肝炎のうち劇症肝炎」及び「重症急性膵炎」につい

て、引き続き患者の医療費の負担軽減を図るため８億円を計上している。

なお「難治性肝炎のうち劇症肝炎」及び「重症急性膵炎」については、平成26年

12月31日までに当該疾患により当該事業の対象患者として認定され、その後も継続

的に認定基準を満たしている場合のみ引き続き当該事業の対象となる。

特定疾患治療研究事業におけるスモンの取扱いについて

１） スモン(ＳＭＯＮ)は、整腸剤キノホルムの副作用による障害で、「亜急

脊髄・視神経・末梢神経障害」の略である。主症状は視覚、感覚、運動障

であるが、このほか中枢神経及び末梢神経が侵されることによる様々な症

が全身に幅広く併発する疾患であることが認められている（注）。

２） スモン患者に対する医療費については、スモンの患者救済策の観点から

特定疾患治療研究事業の対象として、医療費の自己負担分を公費負担（補

助率：10／10）としている。

３） 難病法の施行に伴い、スモンが指定難病ではないことから、一部で医療

費助成がなくなったと誤認している事案がみられる。

各都道府県におかれては、スモン患者については、薬害の被害者である

ことを十分御理解の上、引き続き特定疾患治療研究事業の適用であるこ と

を医療機関等にも事あるごとに周知いただくようお願いする。

（注）症状

神経症状（下肢の異常知覚、自律神経障害、頑固な腹部症状等）を始めとして、

循環器系及び泌尿器系の疾病のほか、骨折、白内障、振戦、高血圧、慢性疼痛、め

まい、不節痛、腰痛など、歯科疾患を含め、今なお、全身に様々な症状が幅広く併

発することから 、診療・治療に当たってはスモンによる影響を十分配慮することが

必要となっている。

※ 症状の例示であって、スモンの全ての症状を記載しているものではない。



- 3 -

③療養生活環境整備事業について

本事業は、難病法第28条に基づき、難病の患者及びその家族等に対する相談支援

や、難病の患者に対する医療等に係る人材育成、在宅療養患者に対する訪問看護を

行うことにより、難病の患者の療養生活の質の維持向上を目的としている。

ア 難病相談支援センター事業 （平成28年度予算（案）4.5億円）

難病患者等の療養上及び日常生活上の悩みや不安等の解消を図るとともに、様

々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて、地域の難病患者等への

支援を一層推進するため、平成15年度から開始し、現在全都道府県でセンターの

設置を行って頂いている。

平成28年度予算（案）では、センターの実施体制の強化を図るため対前年度約

1.4億円増の4.5億円を計上したところである。今後、地域の様々な支援機関と連

携して難病の患者に対する支援を展開している等の先駆的な取組を行うセンター

に対し、一定の要件を定め補助金を交付することを検討しているので、各都道府

県においては、引き続き相談員等の人材育成及び運営に要する予算の確保等をお

願いする。

なお、平成25年度からハローワークにおける就労支援の一環として、「難病患

者就職サポーター」が配置されているが、 平成27年度から全国47か所に配置され

ているため、難病相談支援センターにおいて、ハローワークや患者会等とも十分

に連携を図って頂き、地域の実情に応じた就労支援対策など積極的に推進される

ようお願いする。

イ 難病患者等ホームヘルパー養成研修事業 （平成28年度予算（案）10百万円）

難病患者等の多様化するニーズに対応した適切なホームヘルプサービスの提供

に必要な知識、技能を有するホームヘルパーの養成を図るための経費を計上して

いる。

ウ 在宅人工呼吸器使用患者訪問支援事業 （平成28年度予算（案）1.4億円）

ＡＬＳ等の在宅人工呼吸器使用患者に対して、原則として１日につき４回目以

降の訪問看護について、実施事業者に対する助成を行うための経費を計上してい

る。

④難病特別対策推進事業について

難病患者の受入病院の確保、在宅療養上の適切な支援、難病患者とその家族の生

活の質の向上に資することを目的として実施しており、３億円を計上している。都

道府県においては、平素より御尽力頂いているが、引き続き事業の実施及び充実に

向けて積極的に推進されるようお願いする。

ア 難病医療提供体制整備事業 （平成28年度予算（案）1.3億円）

難病患者の医療提供体制の推進や入院・療養施設の確保を目的に、難病医療を
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重点的に行っている医療機関において、地域の医療従事者等に対する研修等を行

うとともに、「難病医療コーディネーター」を配置し、難病患者の医療体制の整

備等を図るものであり、引き続き体制の確保に向けた取組をお願いする。

また、在宅療養中の難病患者であって、介護者の事情により在宅で介護等を受

けることが困難になった場合に一時的に入院することが可能な病床を各都道府県

の拠点病院等に確保するための事業についても、引き続き積極的な活用をお願い

する。

イ 難病患者地域支援対策推進事業 （平成28年度予算（案）1.2億円）

難病患者の在宅療養の生活の質の向上を図るため、①患者ごとの在宅療養支援

計画の策定・評価事業、②医療相談事業、③難病患者等への訪問相談員の育成、

④訪問指導（診療）事業、⑤地域における難病対策地域協議会の運営を推進して

頂いている。

各都道府県・保健所設置市・特別区においては、難病法に規定する「難病対策

地域協議会」※の設置や、保健所を中心に地域の医療機関、市町村福祉部局等の関

係機関と十分な連携、地域の実情に応じた支援について、特段の御配慮をお願い

する。

※ 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業「難病患者への支援体制に関する研

究」における調査結果（平成27年度）では、都道府県における難病対策地域協議会の実施

状況は約６割となっている。難病対策地域協議会については、適宜、現行の保健所で実施

されている連絡協議会などを活用して対応をお願いしたい。

ウ 神経難病患者在宅医療支援事業 （平成28年度予算(案）6.7百万円）

診断の困難な神経難病の早期確定診断を行うとともに、当該神経難病患者等の

療養上の不安を解消し、安定した療養生活を確保するため、都道府県等に配置し

た専門医による在宅医療支援チームを派遣する体制を一般診療医の要請により確

保することを主な目的としており、引き続き体制の確保に向けた取組をお願いす

る。

エ 難病患者認定適正化事業 （平成28年度予算(案）38百万円）

難病指定医の指定に必要な「都道府県知事が行う研修」に要する経費のほか、

都道府県において難病患者の実態を明らかにし、それぞれの病状に合わせた難病

対策の向上に役立てるため、申請に関する情報を一元的に管理するための経費を

計上している。

オ 指定難病審査会 （平成28年度予算(案）13百万円）

難病法第６条第１項に基づき、支給認定を受けようとする指定難病の患者から

の申請について審査を行うため設置する指定難病審査会の運営に要する経費を計

上している。
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⑤難治性疾患等政策研究事業／難治性疾患克服研究事業※について

難病研究を総合的・戦略的に実施するため、全国規模のデータベースを活用する

などし、疫学、病態解明、新規治療法の開発、再生医療技術を用いた研究を行うと

ともに、難病政策と一体となった調査研究を推進するため101億円を計上した。

※難治性疾患克服研究事業については、国立研究開発法人日本医療研究開発機構において実施さ

れる。

⑥難病対策の推進のための患者データ登録整備事業について

難病患者データの精度の向上と有効活用を図るため、新たな患者データ登録シス

テムを開発するための経費として1.1億円を計上した。

なお、本システムは、平成29年度の運用開始を目指している。

⑦難病情報センター事業について

難病情報センターホームページでは、順次内容の充実を図っており、平成26年度

で月平均約239万件のアクセスがなされるなど、難病患者やその御家族、医療関係者

などに御活用頂いている。

都道府県においては、引き続き管内の保健所等を通じ難病情報センターの積極的

な普及をお願いするとともに、インターネットの活用が困難な難病患者への情報提

供についても特段の御配慮をお願いする。

（掲載先ＵＲＬ：難病情報センター（http://www.nanbyou.or.jp/））

⑧難病相談支援センター間のネットワーク支援事業について

全国の難病相談支援センターの取組内容等について情報提供するためのネットワ

ークの整備を公益財団法人難病医学研究財団において進めてきたところである。

現在34の難病相談支援センターにおいて利用されているが、未利用のセンターに

おいては、本ネットワークシステムを活用し、難病患者及びその御家族の方に対す

る相談支援や他の難病相談支援センターとの連携強化・相互支援に取り組んで頂き

たいので、各都道府県においても御配慮をお願いする。

⑨特定疾患医療従事者研修事業について

国立保健医療科学院において、地域保健活動に従事する保健師及び難病相談支援

センターの職員に対する研修を実施している。都道府県等においては、引き続き研

修の周知及び職員の参加について特段の御配慮をお願いする。

⑩難病患者サポート事業について

難病患者・患者家族の療養上・生活上の不安・ストレスの解消に向けた支援や、

患者団体等の活動を支援を行うため、平成23年度から実施しており、引き続き支援

策の充実を図ることとしている。
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⑪ＣＪＤサーベイランス体制の強化等について

クロイツフェルト・ヤコブ病（ＣＪＤ）等に関するサーベイランスについては、

厚生労働科学研究班のＣＪＤサーベイランス委員会（以下「委員会」という。）が

臨床調査個人票及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平

成10年法律第114号）第12条第１項の規定に基づくＣＪＤの届出などに基づく症例の

把握により実施している。

ＣＪＤ等はその病態が特殊であり、迅速な患者発生状況と臨床情報の把握が必要

であることから、従来、関係通知により委員会等に対する情報提供の徹底について

依頼しており、引き続き御協力をお願いする。

なお、国庫補助対象として、

・ 保健衛生施設等設備整備費補助金の重症難病患者拠点・協力病院設備整備事

業においては、ＣＪＤ確定診断（剖検）支援の一環としての検査機器（電気メ

ス及び電気鋸）

・ 神経難病患者在宅医療支援事業においては、ＣＪＤの確定診断（剖検）に要

する経費

を対象経費としていることから、可能な限りＣＪＤの確定診断（剖検）を行ってい

ただくほか、ＣＪＤ対策の相談体制については、既に送付しているＣＪＤ専門医リ

ストを参考の上、患者や家族等からの相談に十分な対応をお願いする。

⑫その他関連事業について

ア 災害時における人工透析及び難病患者等への対応について

災害時における人工透析及び難病患者等への対応について、「厚生労働省防

災業務計画」に基づき対応しているが、地震や台風等の大規模災害が頻発して

いる状況に鑑み、災害時の人工透析及び難病患者等への医療の供給体制の確保

が迅速に行えるよう、人工透析及び難病患者等の被害や医療供給体制の支障等

について情報を得た場合は、厚生労働省健康局難病対策課に速やかに情報提供

願いたい。

イ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金への対応について

都道府県労働局・ハローワークにおいて、指定難病患者等を新たに雇用し、

雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対する助成を行っているとこ

ろ。

難病相談支援センター等において、厚生労働省ホームページ（http://www.m

hlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/hattats

u_nanchi_pamphlet01.pdf）に掲載しているリーフレット等を活用した本事業の

周知に御協力いただくとともに、都道府県労働局・ハローワークと連携するな

ど、本事業の効果的な実施に御協力をお願いしたい。

ウ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等の対象疾病について

難病法に基づく指定難病の拡大に伴い、障害福祉サービス、相談支援、補装
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具及び地域生活支援事業の障害福祉サービス等の対象となる疾病が、332に拡大

されたところである。

厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-

12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/002.pdf）に掲載しているリ

ーフレット等を活用した本事業の周知に御協力いただくとともに、福祉部局と

連携するなど、本事業の効果的な実施に御協力をお願いしたい。

２．小児慢性特定疾病対策について

（１）「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を

必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」につ

いて

平成27年10月に、「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長

期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基

本的な方針」が策定された。この基本方針に基づき、今年度中に小児慢性特定疾病

児童等自立支援事業を促進するため好事例や課題の調査を行うとともに、平成28年

度も引き続き、移行期医療の体制整備等を促進するためのモデル事業を行うなど計

画的に取り組むこととしている。基本的な方針の計画的な実施に当たっては、各都

道府県の協力が不可欠であるため、御協力をよろしくお願いする。

（２）平成28年度予算（案）における事業について

平成28年度予算（案）においては、

・小児慢性特定疾病児童等に対する法に基づく小児慢性特定疾病医療費助成制度

（小児慢性特定疾病医療費負担金）

・小児慢性特定疾病児童等自立支援事業

・小児慢性特定疾病対策等総合支援事業

・小児慢性特定疾病児童成人移行期医療支援モデル事業

・小児慢性特定疾病データベース登録システム整備事業

など、小児慢性特定疾病対策を総合的に推進・充実することとしており、小児慢性特

定疾病対策関係予算（案）として、総額175億円を計上した。

①小児慢性特定疾病医療費負担金について

児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費助成に要する経費として、162億円の

予算を計上している。都道府県等においては、医療費助成の認定手続等に多大な御

尽力を頂いているが、引き続き御協力をお願いする。

②小児慢性特定疾病児童等自立支援事業について

小児慢性特定疾病児童等の自立を支援するための事業を行う経費として、9億円を
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計上している。都道府県等におかれては、積極的な取組をお願いしたい。なお、都

道府県等における取組が一層進むよう、各都道府県等における取組の好事例や課題

などを調査し、その結果を周知することとしているので、御協力をお願いする。

③小児慢性特定疾病対策等総合支援事業について

小児慢性特定疾病児童等に対し日常生活用具を給付する事業、慢性疾病児童等地

域支援協議会を運営する事業、小児慢性特定疾病指定医を育成する事業など行う経

費として、２億円を計上している。

④小児慢性特定疾病児童成人移行期医療支援モデル事業について

小児期から成人期に向けた児童の成長・発達に合わせ、小児慢性特定疾病児童等

が適切に小児医療機関から成人医療機関へ移行できる体制整備を促進するため、平

成27年度からモデル事業を実施している。平成28年度も引き続きモデル事業を実施

し、移行期医療を円滑に進めるための研修モデルや移行支援実施に当たってのガイ

ドを作成することとしており、その経費として、約19百万円を計上している。

⑤小児慢性特定疾病データベース登録システム整備事業について

小児慢性特定疾病児童等の疾病データの精度の向上と有効活用を図るため、新た

なデータ登録システムの開発・試験運用を行うための経費として、約40百万円を計

上している。

なお、本システムは、平成29年度の本格運用開始を目指している。

３．ハンセン病対策について

（１）ハンセン病問題の経緯について

厚生労働省においては、平成８年の「らい予防法」廃止以降、平成13年５月の国家

賠償請求訴訟熊本地裁判決での敗訴に対して、同月23日に政府として控訴しないこと

を決定し、同月25日に内閣総理大臣談話及び政府声明を発表した。

また、ハンセン病問題の早期かつ全面的な解決を図るため、同年６月15日に議員立

法で「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、

同月22日に公布・施行され、ハンセン病元患者の名誉回復及び福祉増進を目的とした

各種施策を実施してきた。

これらの取組により、ハンセン病患者であった者等の精神的苦痛に対する慰謝と補

償の問題については一定の解決が図られたが、ハンセン病患者であった者等の福祉の

増進、名誉回復等に関し、未解決の問題が残されていた。このような状況を踏まえ、

これらの問題の解決の促進に関して必要な事項を定めた「ハンセン病問題の解決の促

進に関する法律」（以下「促進法」という。）が、平成21年４月１日から施行され、

各種施策を引き続き実施してきた。
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①私立ハンセン病療養所における療養等の確保

私立ハンセン病療養所の入所者に対する医療、給与金の支給等福祉事業及び療養

所の運営に要する経費を補助することにより入所者の福祉の増進を図ることとして

いる。（国立ハンセン病療養所における療養及び生活の保障は、医政局において実

施。）

※ハンセン病療養所入所者数（平成27年11月末現在）

施設数 14か所（国立13か所、私立１か所）

入所者数 1,651名

平均年齢 国立 13園 83.９歳（平成27 年５月１日現在）

私立 神山 86.１歳（平成27 年５月１日現在）

②社会復帰の支援及び社会生活の援助

療養所を退所したハンセン病元患者の社会復帰等を支援するため、退所者給与金

及び非入所者給与金の支給、退所者等に対する相談事業等を実施。

また、昨年10月から、退所者給与金受給者の配偶者等への支援金（特定配偶者等

支援金）の支給が開始された。

※特定配偶者等支援金の概要

退所者給与金受給者が死亡した後の遺族の生活の安定等を目的とし、退所者給

与金受給者の扶養対象となったことがある配偶者及び一親等の尊属を対象とする。

支給額は全国一律に128,000円とする。

③名誉回復及び死没者の追悼

ハンセン病元患者の名誉回復を図るため、ハンセン病に関する正しい知識の普及

啓発のための中学生向けパンフレットの作成・配布、シンポジウムの開催、社会交

流支援事業や普及啓発資料の作成のほか、療養所等において収蔵している死没者の

焼骨に係る改葬費の支給等を実施。

なお、改葬費の支給については、これまで死没者の配偶者、子、父母、孫、祖父

母又は兄弟姉妹が対象であったが、平成27年10月１日からは三親等の親族までが申

請できるよう、支給範囲を拡大した。

④親族に対する援護

ハンセン病療養所に入所したことにより、その家族が生計困難になった場合に、

その家族に対して、生活保護の基準の例により援護（生活援助、教育援助、住宅援

助、出産援助、生業援助、葬祭援助）を実施。

（２）地方公共団体におけるハンセン病問題の解決の促進に向けた施策の実施について

促進法第５条において、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国と協力しつつ、

その地域の実情を踏まえ、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進等を図るため
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の施策を策定し、及び実施する責務を有する」とされており、各地方公共団体におい

ては、ハンセン病問題の解決の促進に向けた施策の実施をお願いする。

①普及啓発について

ハンセン病に対する偏見・差別を解消し、ハンセン病元患者の名誉回復を図るた

めには、普及啓発を継続的に実施することが重要であることから、各地方公共団体

においては、ハンセン病問題に対する正しい知識の普及啓発について、より一層の

取組をお願いする。

なお、地方公共団体がハンセン病に対する偏見・差別の解消等に向けた新たに取

り組む普及啓発事業を支援する「ハンセン病対策促進事業」を実施しているので、

本事業を積極的に活用し、地域におけるハンセン病問題の解決に向けた施策の推進

に御協力をお願いする。（一事業当たり250万円を上限）

②相談及び情報の提供等について

促進法第17条において、「国及び地方公共団体は、退所者及び非入所者が日常生

活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者からの相談

に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な措置を講ずる」とされている。

各地方公共団体においては、退所者や退所希望者等に対する社会生活支援に関す

る相談事業の充実をお願いする。

また、退所者に対する公営住宅のあっせん・優先入居、ハンセン病療養所死没者

の納骨、改葬に対する支援などについても引き続き御配慮をお願いする。

③年金生活者等支援臨時福祉給付金について

低所得の高齢者向けの給付金（年金生活者等支援臨時福祉給金）は、平成28年前

半の個人消費の下支えにも資するよう、できる限り早期に支給されることとなって

おり、また、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金は、平成28年度の簡

素な給付措置と併せて支給することとしており、平成28年10月頃から支給されるこ

ととなっているが、国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費の受給者及び非

入所者給与金のうち援護加算を受ける者については、この給付金の対象とならない。

ついては、都道府県においては、当該受給者に対してその旨を周知していただく

ことを予定しており、具体的な対応等については、おって依頼することとしている

ので、御協力をお願いする。

④情報の共有及び連携について

国と地方公共団体との情報の共有や連携の強化を図るために「ハンセン病問題対

策促進会議」を開催しており、平成27年度は、平成28年２月４日に開催する。

ハンセン病問題の解決の促進のためには、各都道府県、厚生労働省及びハンセン

病療養所の連携、協力、支援等が不可欠であり、引き続き担当者の出席をお願いす

る。
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（３）厚生労働省におけるハンセン病問題の解決に向けた主な取組について

促進法第18条において「国は、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復を図る

ため、国立のハンセン病資料館の設置、歴史的建造物の保存等ハンセン病及びハンセ

ン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発その他必要な措置を講ずる」とされて

いる。

厚生労働省においては、ハンセン病に対する偏見・差別を解消し、ハンセン病元患

者の名誉回復を図るため、国民に対してハンセン病問題に対する正しい知識の啓発に

努めるなど、普及啓発を継続的に実施していくこととしている。

①らい予防法違憲国家賠償請求訴訟の提訴期限について

らい予防法違憲国家賠償請求訴訟については、らい予防法を廃止した平成８年４

月１日から20年後の平成28年３月末が提訴期限となる。すでに平成28年１月４日付

け通知をもって御協力をお願いしているところであるが、都道府県におかれては、

ホームページ、広報紙等を活用するなど、住民に対して期限の周知を図っていただ

くよう改めて御協力をお願いする。

②国立ハンセン病資料館について

国立ハンセン病資料館は、促進法第18条において、ハンセン病及びハンセン病対

策の歴史に関する知識の普及啓発を行うための拠点として、様々な取組を行ってい

る。

平成26年度は約２万８千人、オープン以来22年間で約33万人が来館しており、平

成27年度は、ハンセン病を題材にした映画等の影響もあり、3万人を超える見込みで

ある。引き続きハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓

発に向けた取組を推進していく。

③重監房資料館について

促進法第18条やハンセン病問題対策協議会における確認事項を踏まえ、普及啓発

事業の一環として、ハンセン病隔離政策の歴史において象徴的な施設である重監房

（特別病室）の一部を再現し、群馬県草津町の国立療養所栗生楽泉園隣地に重監房

資料館を整備し、平成26年４月30日にオープンした。年間約１万人の来館がある。

各都道府県においては、こちらの重監房資料館も、啓発活動に活用して頂きたい。

④ハンセン病問題に関するシンポジウムについて

厚生労働省の主催の下「ハンセン病問題に関するシンポジウム」を平成16年度か

ら開催しており、平成27年度は、皆様からの御協力を得て、平成27年11月３日に札

幌市で開催した。

今後も療養所非所在道府県で開催していく予定であり、平成28年度は兵庫県で開

催することを予定している。その他の療養所非所在府県においても、平成29年度以

降のシンポジウムの開催について、御検討いただきたい。
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⑤らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日について

６月22日 を「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」とし、厚生労働※

省主催の追悼、慰霊と名誉回復の行事を実施している。

（※６月22日：「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法

律」の施行日）

平成28年度も同様の行事の実施を予定しているが、詳細な内容についてはおって

連絡する。
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平成２８年度予算（案）の概要

平成２７年１２月

健康局難病対策課
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事 項
平 成 27 年 度
予 算 額

平 成 28 年 度
予 算 （ 案 ）

差 引
増 △ 減 額

千円 千円 千円 千円 千円

(122,793,229) (126,856,361) (4,063,132) ≪対前年度比 103.3%≫

Ⅰ　難病対策 112,250,233 116,217,451 3,967,218 ≪対前年度比 103.5%≫

(111,884,638) (115,624,061)

１　医療費の自己負担の軽減 111,391,642 → 115,131,065

　（主な事業）

　　    ・難病医療費等負担金 111,073,821 → 114,830,132

　      ・特定疾患治療研究事業 810,817 793,929

うち難病対策課計上分 317,821 → 300,933

うち結核感染症課計上分 (492,996) → (492,996)

２　地域における保健医療福祉の充実・連携 858,591 → 1,086,386

　（主な事業）

　　  ・療養生活環境整備事業 451,156 602,966

　 　  改  難病相談支援センター事業 311,728 → 452,725

　　　　    難病患者等ホームヘルパー養成研修事業 10,238 → 10,238

　　 　 　　在宅人工呼吸器使用患者支援事業 129,190 → 140,003

　    ・難病特別対策推進事業費 278,074 309,507

　　 　　 　難病医療提供体制整備事業 129,525 → 129,175

　　 　   　難病患者地域支援対策推進事業 123,397 → 122,155

　　　　    神経難病患者在宅医療支援事業 6,727 → 6,741

　　　 改  難病患者認定適正化事業 5,335 → 38,229

　　 　   　指定難病審査会経費 13,090 → 13,207

　      ・難病情報センター事業 20,611 → 20,493

　　　　・難病相談支援センター間のネットワーク支援事業 7,804 → 7,765

　      ・難病患者サポート事業 19,863 → 19,827

        ・難病対策の推進のための患者データ登録整備事業費

61,261 → 109,048

　　　　 ・特定疾患医療従事者研修事業 2,967 → 2,923

　       ・特定疾患等対策費 13,919 → 13,857

３　調査研究の推進 (10,050,000) → (10,145,914)

　（主な事業）

　　　  ・厚生労働科学研究費等（小慢含む） (10,050,000) (10,145,914)

　　  　　　 難治性疾患等政策研究事業
　　　　　　 ／難治性疾患克服研究事業

(10,050,000) → (10,145,914)

４　医療施設等の整備 （　事　項　） → （　事　項　）

　（主な事業）

　　　　・難病相談支援センター施設整備費

　　　　・重症難病患者拠点・協力病院設備

　　　　（保健衛生施設等施設・設備整備費のメニュー）

　※1　（　）書きの金額は、他課、他局計上分及び他局対策分を含めた額。

主　　な　　内　　容

平成２８年度　難病対策課予算（案）一覧表
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事 項
平 成 27 年 度
予 算 額

平 成 28 年 度
予 算 （ 案 ）

差 引
増 △ 減 額

千円 千円 千円 千円 千円

17,457,419 17,451,182 △ 6,237 ≪対前年度比 100.0%≫

１　小児慢性特定疾病医療費の軽減　等 17,168,052 → 17,182,422

　    ・小児慢性特定疾病医療費負担金 16,241,220 → 16,257,259

　　  ・小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金

926,832 → 925,163

２　小児慢性特定疾病対策の推進 289,367 → 268,760

　　　・小児慢性特定疾病対策等総合支援事業 222,180 → 197,890

　　　・小児慢性特定疾病登録管理データ運用事業 11,647 → 11,407

　　　・小児慢性特定疾病児童成人移行期医療支援モデル事業

20,116 → 19,073

　　  ・小児慢性特定疾病データベース登録システム整備事業費

35,424 → 40,390

(122,215) (128,013) (5,798) ≪対前年度比 104.7%≫

9,538 9,536 △ 2 ≪対前年度比 100.0%≫

１　慢性疼痛に関する正しい情報の提供 9,538 → 9,536

　　・からだの痛み・相談支援事業 9,538 → 9,536

２　慢性疼痛に関する研究等の推進 (112,677) → (118,477)

　　　 厚生労働科学研究費

　　　・慢性の痛み政策研究経費 (44,200) → (50,000)

　　　 医療研究開発推進事業費補助金

　　　・慢性の痛み解明研究経費 (68,477) → (68,477)

12,161 → 0

Ⅱ　小児慢性
　特定疾病対
策

主　　な　　内　　容

Ⅲ　慢性疼
　　 痛対策等
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事 項
平 成 27 年 度
予 算 額

平 成 28 年 度
予 算 （ 案 ）

差 引
増 △ 減 額

千円 千円 千円 千円 千円

(35,935,053) (36,219,322) (284,269) ≪対前年度比 100.8%≫

3,695,019 3,843,780 148,761 ≪対前年度比 104.0%≫

１　謝罪・名誉回復措置 716,349 → 808,804

　（主な事業）

　　　　・ハンセン訴訟和解経費 96,219 → 194,103

　　　　 ・国外ハンセン病療養所入所者等補償経費 104,963 → 80,963

　　　　・中学生を対象としたパンフレット作成 24,375 → 24,375

　　　　・シンポジウム開催・普及啓発資料作成 22,201 → 22,205

　　　　・国立ハンセン病資料館運営経費 351,778 → 356,054

　　　　・再発防止検討調査事業委託費 16,027 → 15,989

　　　　・歴史的建造物の保存等経費 77,847 → 77,847

　　　　・国立ハンセン病資料館収蔵庫増設 0 → 18,893

(32,364,245) → (32,499,753)

２　在園保障 124,211 → 124,211

　　　　・国立ハンセン病療養所の運営経費等 (32,240,034) → (32,375,542)

　　　　・私立ハンセン病療養所の運営経費等 124,211 → 124,211

３　社会復帰・社会生活支援 2,854,459 → 2,910,765

　（主な事業）

　　　　・国内ハンセン病療養所退所者給与金 2,522,787 → 2,523,315

　　　　・国内ハンセン病療養所非入所者給与金 75,079 → 75,613

　　　　・特定配偶者等支援金 52,992 → 105,984

　　　　・療養所入所者家族に対する生活援護 20,805 → 20,323

　　　　・社会復帰者支援事業 68,575 → 70,164

(176,307,916) (180,654,878) (4,346,962) ≪対前年度比 102.5%≫

課　計 133,412,209 137,521,949 4,109,740 ≪対前年度比 103.1%≫

主　　な　　内　　容

Ⅳ　ハンセン
　　 病対策

新

資- 4 



 

難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針 

（平成 27年厚生労働省告示第 375号） 
 

我が国の難病に関する施策は、昭和４７年の「難病対策要綱」の策定を機に本格的に推進

されるようになり、難病の実態把握や治療方法の開発、医療水準の向上、療養環境の改善及

び難病に関する社会的認知の促進に一定の成果を挙げてきた。しかし、医療の進歩や、難病

の患者及びその家族のニーズの多様化、社会及び経済状況の変化の中で、類似の疾病であっ

ても、研究事業や医療費助成事業の対象とならないものが存在していたこと、医療費助成に

ついて都道府県の超過負担が続きその解消が強く求められていたこと、難病に対する国民の

理解が必ずしも十分でないこと、難病の患者が長期にわたり療養しながら暮らしを続けてい

くための総合的な対策が求められていることなど様々な課題に直面していた。 

こうした課題を解決するため、難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律

第５０号。以下「法」という。）が平成２７年１月１日に施行された。 

本方針は、法第４条第１項に基づき、国及び地方公共団体等が取り組むべき方向性を示す

ことにより、難病（法第１条に規定する難病をいう。以下同じ。）の患者に対する良質かつ

適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の質の維持向上などを図ることを目的とする。 

 

第１ 難病の患者に対する医療等の推進の基本的な方向 

（１）難病の患者に対する医療等の施策の方向性について 

法の基本理念にのっとり、難病の患者に対する医療等の施策（以下「難病対策」と

いう。）は、以下の基本的な考え方に基づき、計画的に実施するものとする。 

ア 難病は、一定の割合で発症することが避けられず、その確率は低いものの、国民

の誰もが発症する可能性があり、難病の患者及びその家族を社会が包含し、支援し

ていくことがふさわしいとの認識を基本として、広く国民の理解を得ながら難病対

策を推進することが必要である。 

イ 難病対策は、難病の克服を目指し、難病の患者が長期にわたり療養生活を送りな

がらも社会参加への機会が確保され、地域社会において尊厳を持って生きることが

できるよう、共生社会の実現に向けて、難病の特性に応じて、社会福祉その他の関

連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に実施されることが必要である。ま

た、国及び地方公共団体のほか、難病の患者、その家族、医療従事者、福祉サービ

スを提供する者など、広く国民が参画し実施されることが適当である。 

（２）本方針の見直しについて 

本方針は、社会の状況変化等に的確に対応するため、難病対策の実施状況等を踏ま

え、少なくとも５年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは見直しを行う。 

 

第２ 難病の患者に対する医療費助成制度に関する事項 

（１）基本的な考え方について 

     難病の患者に対する医療費助成制度は、法に基づいて適切に運用することとし、医学
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の進歩等の難病を取り巻く環境に合わせ適宜その運用を見直すとともに、本制度が難病

に関する調査及び研究の推進に資するという目的を踏まえ、指定難病（法第５条第１項

に規定する指定難病をいう。以下同じ。）の患者の診断基準や重症度分類等に係る臨床

情報等（以下「指定難病患者データ」という。以下同じ。）を適切に収集する。 

（２）今後の取組の方向性について 

ア 指定難病については、定められた要件を満たす疾病を対象とするよう、国は、疾

病について情報収集を広く行い、それぞれの疾病が置かれた状況を踏まえつつ、指

定難病の要件の適合性について適宜判断を行う。併せて、国際的な状況も含めた医

学の進歩に応じ、診断基準や重症度分類等についても随時見直しを行う。 

イ 法に基づく医療費助成制度の目的が、難病の患者に対する経済的支援を行うとと

もに、難病に関する調査及び研究の推進に資することであることに鑑み、国は、指

定難病患者データの収集を行うため、医療費助成の対象とならない指定難病の患者

を含む指定難病患者データに係るデータベース（以下「指定難病患者データベース」

という。以下同じ。）を構築する。指定難病患者データベースの構築及び運用に当た

っては、国及び都道府県は、個人情報の保護等に万全を期すとともに、難病の患者

は、必要なデータの提供に協力し、指定医（法第６条第１項に規定する指定医をい

う。以下同じ。）は、正確な指定難病患者データの登録に努める。 

 

第３ 難病の患者に対する医療を提供する体制の確保に関する事項 

（１）基本的な考え方について 

難病は、発症してから確定診断までに時間を要する場合が多いことから、できる限

り早期に正しい診断ができる体制を構築するとともに、診断後はより身近な医療機関

で適切な医療を受けることができる体制を確保する。その際、難病の診断及び治療に

は、多くの医療機関や診療科等が関係することを踏まえ、それぞれの連携を強化する

よう努める。 

（２）今後の取組の方向性について 

ア 難病については、できる限り早期に正しい診断ができ、より身近な医療機関で適

切な外来、在宅及び入院医療等を受けることのできる体制が肝要である。このため、

国は、難病の各疾病や領域ごとの特性に応じて、また、各地域の実情を踏まえた取

組が可能となるよう、既存の施策を発展させつつ、難病の診断及び治療の実態を把

握し、医療機関や診療科間及び他分野との連携の在り方等について検討を行い、具

体的なモデルケースを示す。 

イ 都道府県は、難病の患者への支援策等、地域の実情に応じた難病に関する医療を

提供する体制の確保に向けて必要な事項を医療計画（医療法（昭和２３年法律第２

０５号）第３０条の４第１項に規定する医療計画をいう。）に盛り込むなどの措置を

講じるとともに、それらの措置の実施、評価及び改善を通じて、必要な医療提供体

制の構築に努める。 

ウ 医療機関は、難病の患者に適切な医療を提供するよう努め、地方公共団体や他の
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医療機関と共に、地域における難病の診断及び治療に係る医療提供体制の構築に協

力する。また、指定医その他の医療従事者は、国や都道府県の示す方針に即し、難

病の患者ができる限り早期に正しい診断を受け、より身近な医療機関で適切な医療

を受けることができるよう、関係する医療機関や医療従事者と顔の見える関係を構

築し相互に紹介を行う等、連携の強化に努める。 

エ 国立高度専門医療研究センター、難病の研究班、各分野の学会等が、相互に連携

して、全国の大学病院や地域で難病の医療の中心となる医療機関と、より専門的な

機能を持つ施設をつなぐ難病医療支援ネットワークの構築に努められるよう、国は、

これらの体制の整備について支援を行う。 

オ 国は、小児慢性特定疾病児童等（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６

条の２第２項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。）に対して、成

人後も必要な医療等を切れ目なく行うため、小児期及び成人期をそれぞれ担当する

医療従事者間の連携を推進するためのモデル事業を実施し、都道府県、指定都市及

び中核市は、これらの連携の推進に努める。 

カ 国は、難病についてできる限り早期に正しい診断が可能となるよう研究を推進す

るとともに、遺伝子診断等の特殊な検査について、倫理的な観点も踏まえつつ幅広

く実施できる体制づくりに努める。 

 

第４ 難病の患者に対する医療に関する人材の養成に関する事項 

（１）基本的な考え方について 

難病はその患者数が少ないために、難病に関する知識を持った人材が乏しいことか

ら、正しい知識を持った人材を養成することを通じて、地域において適切な医療を提

供する体制を整備する。 

（２）今後の取組の方向性について 

ア 国及び都道府県は、難病に携わる医療従事者の養成に努める。特に、指定医の質

の向上を図るため、難病に関する医学の進歩を踏まえ、指定医の研修テキストの充

実や最新の難病の診療に関する情報提供の仕組みの検討を行う。 

イ 医療従事者は、難病の患者の不安や悩みを理解しつつ、各々の職種ごとの役割に

応じて相互に連携しながら、難病の患者のニーズに適切に応えられるよう、難病に

関する知識の習得や自己研鑽
さん

に努めることとし、難病に関連する各学会等は、これ

らの医療従事者が学習する機会を積極的に提供するよう努める。 

ウ 国及び都道府県は、在宅で療養する難病の患者の家族等の介護負担等を軽減する

ため、喀痰
かくたん

吸引等に対応する事業者及び介護職員等の育成に努める。 

第５ 難病に関する調査及び研究に関する事項 

（１）基本的な考え方について 

難病対策のために必要な情報収集を行うとともに難病の医療水準の向上を図るため、
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指定難病に限定することなく、難病の患者の実態及び難病の各疾病の実態や自然経過等

を把握し、疾病概念の整理、診断基準や重症度分類等の作成や改訂等に資する調査及び

研究を実施する。 

（２）今後の取組の方向性について 

ア 国は、難病対策の検討において必要となる難病の患者についての情報収集を行う

とともに、難病の患者の医療、生活実態及び生活上のニーズ等を把握するための調

査及び研究を行う。 

イ  国は、難病の各疾病に関する現状の把握、疾病概念の整理、診断基準の作成や改

訂、適切な診療のためのガイドラインの作成を推進するための政策的な研究事業を

実施し、第３の（２）のエに規定する難病医療支援ネットワークの構築を支援する

こと等により、積極的な症例の収集を通じた研究を推進する体制を支援する。 

ウ 国は、指定難病患者データベースを構築し、医薬品（医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）第２条第１

項に規定する医薬品をいう。以下同じ。）、医療機器（同条第４項に規定する医療機

器をいう。以下同じ。）及び再生医療等製品（同条第９項に規定する再生医療等製品

をいう。以下同じ。）の開発を含めた難病の研究に有効活用できる体制に整備する。

指定難病患者データベースの構築に当たっては、小児慢性特定疾病のデータベース

や欧米等の希少疾病データベース等、他のデータベースとの連携について検討する。 

エ 国は、難病の研究により得られた成果について、直接国民に研究を報告する機会

の提供やウェブサイトへの情報掲載等を通じて国民に対して広く情報提供する。 

 

第６ 難病の患者に対する医療のための医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する研

究開発の推進に関する事項 

（１）基本的な考え方について 

難病の治療方法が確立され、根治すること、すなわち難病の克服が難病の患者の願 

いであることを踏まえ、難病の病因や病態を解明し、難病の患者を早期に正しく診断し、

効果的な治療が行えるよう研究開発を推進する。特に、患者数が少ないために開発が進

みにくい医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発を積極的に支援する。 

（２）今後の取組の方向性について 

ア 国は、難病の病因や病態の解明、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の開発を

推進するための実用的な研究事業を実施し、第５の（２）のイに規定する政策的な

研究事業との連携を推進する。 

イ 国は、希少疾病用の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発を促進する

ための取組を推進する。また、医療上の必要性が高い未承認又は適応外の医薬品、

医療機器及び再生医療等製品に係る要望について、引き続き、適切な検討及び開発

要請等を実施する。 

ウ 研究者及び製薬企業等は、指定難病患者データベースに集められた指定難病患者デ

ータ等を活用しつつ、医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する研究開発、副作
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用等の安全性情報収集に積極的に取り組む。 

 

第７ 難病の患者の療養生活の環境整備に関する事項 

（１）基本的な考え方について 

     難病は患者数が少なく、その多様性のために他者からの理解が得にくいほか、療養が 

長期に及ぶこと等により、難病の患者の生活上の不安が大きいことを踏まえ、難病の患

者が住み慣れた地域において安心して暮らすことができるよう、難病の患者を多方面か

ら支えるネットワークの構築を図る。 

（２）今後の取組の方向性について 

ア 国は、難病相談支援センター（法第２９条第１項に規定する難病相談支援センター

をいう。以下同じ。）がその機能を十分に発揮できるよう、運営に係る支援や技術的

支援を行う。特に、難病相談支援センター間のネットワークの運営を支援するほか、

地域の様々な支援機関と連携して難病の患者に対する支援を展開している等の先駆

的な取組を行う難病相談支援センターに関する調査及び研究を行い、全国へ普及を図

る。 

イ 都道府県は、国の施策と連携して、難病相談支援センターの機能が十分に発揮でき

るよう、当該センターの職員のスキルアップのための研修や情報交換の機会の提供等

を行うとともに、難病の患者が相互に思いや不安を共有し、明日への希望を繋ぐこと

ができるような患者会の活動等についてサポートを行うよう努める。 

ウ 難病相談支援センターは、難病の患者及びその家族等の不安解消に資するため、当

該センターの職員が十分に活躍できるよう環境を整えるとともに、職員のスキルアッ

プに努める。 

エ 国及び都道府県は、難病の患者及びその家族等がピア・サポートを実施できるよう、

ピア・サポートに係る基礎的な知識及び能力を有する人材の育成を支援する。 

オ 国は、難病の患者、その家族、医療従事者、福祉サービスを提供する者、教育関係

者及び就労サービス従事者などにより構成される難病対策地域協議会（法第３２条第

１項に規定する難病対策地域協議会をいう。以下同じ。）の地域の実情に応じた活用

方策について検討するとともに、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、難病

の患者への支援体制の整備を図るため、早期に難病対策地域協議会を設置するよう努

める。 

カ 都道府県は、難病の患者に対する保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供す

る者又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成する事業を実施し、訪問看護が

必要と認められる難病の患者が適切なサービスを利用できるよう、他のサービスとの

連携に配慮しつつ、訪問看護事業を推進するよう努め、国はこれらの事業を推進する。 

キ 国及び都道府県は、在宅で療養する難病の患者の家族等のレスパイトケアのために

必要な入院等ができる受け入れ先の確保に努める。 
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第８ 難病の患者に対する医療等と難病の患者に対する福祉サービスに関する施策、就労

の支援に関する施策その他の関連する施策との連携に関する事項 

（１） 基本的な考え方について 

     難病の患者が地域で安心して療養しながら暮らしを続けていくことができるよう、

医療との連携を基本としつつ福祉サービスの充実などを図るとともに、難病の患者が

難病であることを安心して開示し、治療と就労を両立できる環境を整備する。 

（２）今後の取組の方向性について 

ア 国は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）に基づき障害福祉サービス等

の対象となる特殊の疾病について、指定難病の検討を踏まえて見直しを適宜検討する。 

イ 国は、全国の市町村において難病等の特性に配慮した障害支援区分（障害者総合支

援法第４条第４項に規定する障害支援区分をいう。）の認定調査や市町村審査会（障

害者総合支援法第１５条に規定する市町村審査会をいう。）における審査判定が円滑

に行えるようマニュアルを整備するとともに、市町村は難病等の特性に配慮した認定

調査等に努める。 

ウ 福祉サービスを提供する者は、人工呼吸器を装着する等の医療ケアが必要な難病の

患者の特性を踏まえ、訪問診療、訪問看護等の医療系サービスと連携しつつ、難病の

患者のニーズに合ったサービスの提供に積極的に努めるとともに、国は、医療と福祉

が連携した先駆的なサービスについて把握し、普及に努める。 

エ 国は、難病の患者の就労に関する実態を踏まえつつ、難病の患者の雇用管理に資

するマニュアル等を作成し、雇用管理に係るノウハウを普及するとともに、難病で

あることをもって差別されない雇用機会の確保に努めることにより、難病の患者が

難病であることを安心して開示し、治療と就労を両立できる環境を整備する。 

オ 国は、ハローワークに配置された難病患者就職サポーターや事業主に対する助成

措置の活用、ハローワークを中心とした地域の支援機関との連携等により、難病の

患者の安定的な就職に向けた支援及び職場定着支援に取り組む。 

カ 小児慢性特定疾病児童等が社会性を身につけ将来の自立が促進されるよう、学習

支援、療養生活の相談及び患者の相互交流などを通じ、成人後の自立に向けた支援

を行うことは重要であり、国は、これらを実施する都道府県、指定都市及び中核市

を支援する。 

キ 国及び地方公共団体は、難病の患者の在宅における療養生活を支援するため、保

健師、介護職員等の難病の患者及びその家族への保健医療サービス、福祉サービス

等を提供する者に対し、難病に関する正しい知識の普及を図る。 

 

第９ その他難病の患者に対する医療等の推進に関する重要事項 

（１） 基本的な考え方について 

      難病に対する正しい知識の普及啓発を図り、難病の患者が差別を受けることなく、

地域で尊厳を持って生きることのできる社会の構築に努めるとともに、難病の患者が
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安心して療養しながら暮らしを続けていけるよう、保健医療サービス、福祉サービス

等について、周知や利用手続の簡素化に努める。 

（２）今後の取組の方向性について 

    ア 難病については、患者団体等がその理解を進めるための活動を実施しているほか、

一部の地方公共団体による難病の患者の雇用を積極的に受け入れている事業主に対

する支援や、民間団体による「世界希少・難治性疾患の日」のイベントの開催等の

取組が行われている。今後、国、地方公共団体及び関係団体は、難病に対する正し

い知識を広げ、難病の患者に対する必要な配慮等についての国民の理解が深まるよ

う、啓発活動に努める。 

イ 国民及び事業主等は、難病は国民の誰にでも発症する可能性があるとの認識を持

って、難病を正しく理解し、難病の患者が地域社会において尊厳を持って生きるこ

とができる共生社会の実現に寄与するよう努める。 

ウ 国及び地方公共団体は、法に基づく医療費助成制度や保健医療サービス、福祉サ

ービス等を難病の患者が円滑に利用できるよう、難病相談支援センター等を通じた

周知や、各種手続の簡素化などについて検討を行う。 
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小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり

療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基
本的な方針（平成27年厚生労働省告示第431号） 

 

児童福祉法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十七号。以下「改

正法」という。）により、小児慢性特定疾病児童等（児童福祉法（昭和二十二

年法律第百六十四号。以下「法」という。）第六条の二第二項に規定する小児

慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。）に係る法定給付としての小児慢性特

定疾病医療費の支給や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業が法に位置づけら

れ、平成二十七年一月一日に施行された。 

本方針は、法第二十一条の五の規定に基づき、法第六条の二第二項に規定す

る小児慢性特定疾病医療支援の良質かつ適切な実施をはじめとして、国、地方

公共団体等が取り組むべき方向性を示すことにより、疾病児童等（法第二十一

条の四第一項に規定する疾病児童等をいう。以下同じ。）の健全な育成を図る

ことを目的とする。 

第一 疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進の基本的な方向 

一 国並びに都道府県、指定都市及び中核市（以下「都道府県等」という。）

は、小児慢性特定疾病児童等及びその家族が必要な医療や支援等を確実に、

かつ、切れ目なく受けられるようにするため、当事者である小児慢性特定

疾病児童等及びその家族の意見を踏まえつつ、小児慢性特定疾病児童等の

健全な育成に係る施策の実施及び充実に努める。なお、施策の実施及び充

実に当たっては、小児慢性特定疾病児童等には、小児慢性特定疾病であっ

て、指定難病（難病の患者に対する医療等に関する法律（平成二十六年法

律第五十号）第五条第一項に規定する指定難病をいう。以下同じ。）の要

件を満たさない疾病に罹患している児童及び児童以外の満二十歳に満た

ない者が含まれることに留意することが重要である。 

二 疾病児童等の健全な育成に係る施策は、疾病児童等の社会参加の機会が

確保されることを旨として、社会福祉をはじめとする関連施策との有機的

な連携に配慮しつつ、総合的に実施されることが必要である。また、施策

の実施に当たっては、関係機関、関係団体及び疾病児童等に対する医療又

は福祉、教育若しくは雇用支援に関連する職務に従事する者その他の関係

者（以下「関係機関等」という。）並びに疾病児童等及びその家族が参画

し、疾病児童等及びその家族の個別のニーズへの対応が図られることが必

要である。 

三 国及び都道府県等が講ずる小児慢性特定疾病児童等の健全な育成に係る

施策は、広く国民の理解を得ながら推進されることが必要である。 
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四 国及び都道府県等が講ずる小児慢性特定疾病児童等の健全な育成に係る

施策は、難病の患者に対する医療等の施策との連携を図る観点から、難病

の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針（平成二

十七年厚生労働省告示第三百七十五号）を踏まえつつ、実施されることが

必要である。 

五 国は、改正法施行後五年以内を目途として、法の規定について検討を加

え、その結果に基づき、必要があると認めるときは本方針の見直しを行う。 

第二 小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事項 

一 小児慢性特定疾病については、法第六条の二第一項に定められた要件を

満たす疾病を小児慢性特定疾病医療費の対象とするよう、国は、疾病につ

いて情報収集を広く行い、それぞれの疾病が置かれた状況を踏まえつつ、

小児慢性特定疾病の要件の適合性について適宜判断を行う。併せて、国際

的な状況も含めた医学の進歩に応じ、法第六条の二第二項に基づき小児慢

性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度を見直すとと

もに、小児慢性特定疾病の診断の手引きの見直しを推進する。 

二 小児慢性特定疾病医療費の支給の目的が、小児慢性特定疾病児童等の健

全な育成の観点から、患児の家庭に対する経済的支援を行うとともに、小

児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進に資することであることに

鑑み、国は、小児慢性特定疾病医療費の支給の申請に係る小児慢性特定疾

病児童等についての臨床データを収集し、管理及び活用を行うため、小児

慢性特定疾病児童等に係る医学的データベース（以下「小児慢性特定疾病

児童等データベース」という。）を構築する。小児慢性特定疾病児童等デ

ータベースの構築及び運用に当たっては、国及び都道府県等は、個人情報

保護等に万全を期すとともに、小児慢性特定疾病児童等及びその家族は、

必要なデータの提供に協力し、指定医（法第十九条の三第一項に規定する

指定医をいう。以下同じ。）は、正確な小児慢性特定疾病児童等のデータ

の登録に努める。 

第三 良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施に関する事項 

一 小児慢性特定疾病について、できる限り早期に正しい診断が行われるよ

う、国及び都道府県等は、日本医師会や小児慢性特定疾病に関係する学会

等の協力を得て、指定医の育成を行うことが重要である。 

二 国は、小児慢性特定疾病の診断の際に活用できるよう、国際的な状況も

含めた医学の進歩に応じ、診断の手引きの見直しの推進及びその周知を図

る。 

三 小児慢性特定疾病の診断後は、できる限り身近な医療機関で適切な治療

が受けられるよう、都道府県等は、小児慢性特定疾病医療支援を行うこと
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が可能な医療機関に対して、指定小児慢性特定疾病医療機関（法第六条の

二第二項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関をいう。）の指定の申

請を促す等、小児慢性特定疾病児童等に対する医療提供体制の確保に努め

る。 

四 都道府県は、小児慢性特定疾病児童等への支援策等、地域の実情に応じ

た小児慢性特定疾病に関する医療を提供する体制の確保に向けて必要な

事項を医療計画（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の四第

一項に規定する医療計画をいう。）に盛り込むなどの措置を講じるよう努

めるとともに、それらの措置の実施、評価及び改善を通じて、必要な医療

提供体制の構築に努める。 

五 国は、成人後に主に成人医療に従事する者に担当が移行する小児慢性特

定疾病児童等について、モデル事業を実施し、小児慢性特定疾病に関係す

る学会等の協力を得て、主に小児医療に従事する者から担当が移行する際

に必要なガイドを作成し、都道府県等や医療従事者に周知する。また、都

道府県等は、そのガイドを活用し、小児期及び成人期をそれぞれ担当する

医療従事者間の連携の推進に努める。 

六 国は、前号の医療従事者への周知を行う際、成人後においても主に成人

医療に従事する者に担当が移行しない小児慢性特定疾病児童等について

は、成人後も引き続き主に小児医療に従事する者が、必要に応じて主に成

人医療に従事する者と連携しつつ、必要な医療等を提供することについて、

併せて周知する。 

第四 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に関する事項 

一 小児慢性特定疾病児童等の将来の自立を支援するため、都道府県等は、

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の積極的な実施に取り組むものと

する。小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施に当たっては、都道府

県等は、地域において疾病児童等の自立を支援する体制を確立するために

都道府県等が設置する慢性疾病児童等地域支援協議会における検討を踏

まえ、相談支援に加えて、一時預かり等の日常生活支援、患児同士や患児

と患児であった者等との相互交流支援、相談等の機会を通じた雇用情報の

提供等の就労支援、通院の付添い等の介護者支援、学習支援等を実施する

など、事業内容の充実に努める。 

二 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施に当たっては、小児慢性特

定疾病児童等及びその家族の意見を踏まえるとともに、疾病児童等を支援

する関係機関等の間で、共通認識を持って、連携した支援を行うことが重

要であることから、都道府県等は、慢性疾病児童等地域支援協議会に患者

会又は家族会の代表者、小児慢性特定疾病児童等やその家族、医療従事者、
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福祉サービスを提供する者、教育関係者、就労支援関係者、事業主等を加

え、事業内容を検討し、実施するよう努める。 

三 都道府県等は、疾病児童等及びその家族に対して支援を行っている地域

の患者会、家族会、特定非営利活動法人等の協力の下に、小児慢性特定疾

病児童等自立支援事業を円滑に実施するよう努める。 

四 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の積極的な実施及び内容の充実を

図るとともに、地域間格差が生じないようにするため、国は、小児慢性特

定疾病児童等自立支援事業の先進的事例や好事例等の情報提供を行うな

ど、都道府県等の取組を支援する。 

五 小児慢性特定疾病児童等及びその家族のニーズを踏まえた支援が提供で

きるよう、国は、成人後を含む小児慢性特定疾病児童等の就労状況や生活

実態の把握をはじめ、療養生活、自立支援、家族支援など疾病児童等の健

全な育成に資する調査及び研究の実施及び充実に努める。また、都道府県

等は、小児慢性特定疾病医療費の支給や小児慢性特定疾病児童等自立支援

事業等の実施を通じて、小児慢性特定疾病児童等及びその家族のニーズを

把握することが重要である。 

第五 小児慢性特定疾病児童等の成人移行に関する事項 

一 小児慢性特定疾病児童等が成人後も必要な医療等を切れ目なく受けられ

るようにするため、第三の五及び六の取組を進めるとともに、国及び都道

府県等は、小児慢性特定疾病児童等の健全な育成に係る施策の実施に当た

り、小児慢性特定疾病児童等の成人期を見据えて、福祉サービスに関する

施策等の各種支援策との有機的な連携に配慮しつつ、包括的かつ総合的に

実施することが重要である。 

二 国は、小児慢性特定疾病であって、指定難病の要件を満たすものについ

て、切れ目のない医療費助成が受けられるよう、成人後も医療費助成の対

象とするよう検討する。 

三 小児慢性特定疾病児童等の成人後の自立を支援するため、国は、第四の

五の成人後を含む小児慢性特定疾病児童等の就労状況や生活実態の把握

に努めるとともに、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業等と成人に対す

る各種の自立支援策との連携強化など、その自立支援に資する環境整備を

図る。 

四 小児慢性特定疾病児童等の成人後の自立を支援するため、都道府県等は、

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の内容の充実を図る。また、国は、

第四の四の小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の先進的事例や好事例

等の情報提供を行うなど、都道府県等の取組を支援する。 

第六 疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に関する事項  
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一 国は、治療方法の確立に向けて小児慢性特定疾病の各疾病の病態を解明

するための研究事業や、小児慢性特定疾病の各疾病に関する現状の把握、

疾病概念の整理、診断の手引きの作成や改訂を推進するための研究事業を

実施する。 

二 国は、小児慢性特定疾病に関する研究の推進に資するよう、指定難病患

者データベース（難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための

基本的な方針第二(2)イに規定する指定難病データベースをいう。）の構

築と連携しながら、小児慢性特定疾病児童等データベースを構築する。 

三 国は、小児慢性特定疾病児童等データベースを構築し、小児慢性特定疾

病に関する調査及び研究に有効活用できる体制に整備する。 

四 国及び都道府県等は、小児慢性特定疾病に関する研究への活用のため、

小児慢性特定疾病児童等のデータを研究機関に提供するに当たっては、個

人情報の保護に十分配慮するよう努める。 

五 国は、第四の五の成人後を含む小児慢性特定疾病児童等の就労状況や生

活実態の把握をはじめ、療養生活、自立支援、家族支援など疾病児童等の

健全な育成に資する調査及び研究の実施及び充実に努める。 

六 国は、疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究の推進に当たって

は、難病（難病の患者に対する医療等に関する法律第一条に規定する難病

をいう。）の病因や病態の解明並びに医薬品（医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）

第二条第一項に規定する医薬品をいう。）、医療機器（同条第四項に規定

する医療機器をいう。）及び再生医療等製品（同条第九項に規定する再生

医療等製品をいう。）の開発を推進するための実用的な研究や、既存薬の

新たな治療効果のエビデンス構築（ドラッグ・リポジショニング）に係る

研究を含むその他の調査及び研究との適切な連携を図るよう留意する。 

七 国は、小児慢性特定疾病に関する研究その他疾病児童等の健全な育成に

資する調査及び研究により得られた成果について、ウェブサイトへの情報

掲載等を通じて、国民に対して広く情報提供する。 

第七 疾病児童等に対する学校教育、福祉サービスに関する施策及び就労の支

援に関する施策との連携に関する事項 

一 疾病児童等の健全な育成に係る施策が、福祉サービス、乳幼児期からの

発達支援、就学前教育、学校教育及び就労支援に関する施策と有機的に連

携し総合的に実施されるよう、都道府県等は、慢性疾病児童等地域支援協

議会の活用等により、疾病児童等の健全な育成に係る施策への関係機関等

の理解と参画が得られるよう努める。 

二 国は、都道府県等における小児慢性特定疾病児童等の健全な育成に係る
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施策の取組状況や課題を把握し、都道府県等に対し情報提供するとともに、

教育機関等に対し、小児慢性特定疾病児童等の健全な育成に係る施策の趣

旨や事業内容等を周知し協力を促すよう努める。 

三 小児慢性特定疾病児童等及びその家族からの個別の相談に応じた適切な

支援が提供されるよう、都道府県等は、その実施する小児慢性特定疾病児

童等自立支援事業における相談支援を担当する者として小児慢性特定疾

病児童等自立支援員を配置する等により、関係機関等との連絡及び調整を

行い、相談の内容に応じて関係機関等につなぐほか、個別に各種の自立支

援策の活用を提案する等に取り組むよう努める。 

四 国は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成十七年法律第百二十三号）に基づき障害福祉サービス等の対象となる特

殊の疾病について、小児慢性特定疾病の対象となる疾病の検討を踏まえて

見直しを検討する。また、市区町村は、小児慢性特定疾病の特性に配慮し

た福祉サービス等の内容の充実に努める。 

五 福祉サービスを提供する者は、訪問診療、訪問看護等の医療系サービス

と連携しつつ、小児慢性特定疾病児童等のニーズに合ったサービスの提供

に積極的に努めるとともに、国は、医療と福祉が連携した先駆的なサービ

スについて把握し、普及に努める。 

六 国は、疾病児童等の教育の機会を確保するため、疾病児童等に対する学

習支援や疾病の自己管理方法の習得のための支援を含め、特別支援教育を

引き続き推進する。 

七 小児慢性特定疾病児童等の就労及びその継続を支援するため、都道府県

等は、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施に当たり、学校教育段

階から疾病の自己管理方法の習得のための支援を行うことや、資格取得等

により疾病の状態等に合わせて働きやすい仕事に就けるよう、就労支援機

関等の協力の下での相談等の機会を通じた雇用情報の提供や職業訓練の

実施等に取り組むことが重要である。 

八 国は、第四の五の成人後を含む小児慢性特定疾病児童等の就労状況や生

活実態の把握に努めるとともに、難病の患者に対する医療等の総合的な推

進を図るための基本的な方針を踏まえつつ、適切な就労支援等を含む小児

慢性特定疾病児童等自立支援事業と成人に対する各種の自立支援策との

連携強化に取り組む。 

第八 その他疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進に関する事項 

一 国、地方公共団体及び関係団体は、小児慢性特定疾病に対する正しい知

識及び疾病児童等に対する必要な配慮等についての国民の理解が広がる

よう、啓発活動を行うことが重要である。 
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二 国及び都道府県等は、小児慢性特定疾病医療費の支給の申請方法、小児

慢性特定疾病児童等自立支援事業や相談支援の窓口の紹介など、小児慢性

特定疾病児童等及びその家族をはじめとする関係者が必要とする正確で

わかりやすい情報を充実させ、その提供に努める。 

三 国及び都道府県等は、小児慢性特定疾病児童手帳の一層の周知を行うこ

とが重要である。また、国は、小児慢性特定疾病児童手帳や医療受給者証

（法第十九条の三第七項に規定する医療受給者証をいう。）の取得に係る

手続の簡素化等、これらの取得を促進する方策について検討する。 
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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律概要

趣 旨

国の隔離政策によりハンセン病患者であった者等が受けた被害の回復については、平成１３年
６月の「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」の制定により、一定
の解決が図られている。しかし、未解決の問題も残されており、とりわけ、ハンセン病患者であ
った者等が地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むことができるようにする
ための基盤整備は喫緊の課題であり、また、ハンセン病患者であった者等に対する偏見と差別の
ない社会の実現に向けて、真摯に取り組んでいかなければならない。
そこで、ハンセン病患者であった者等の福祉の増進、名誉の回復等に関し現在もなお存在する
問題（ハンセン病問題）の解決の促進に関し、基本理念等を定めるとともに、ハンセン病問題の
解決の促進に関し必要な事項を定めるものとする。

基本理念等

１ ハンセン病問題に関する施策は、ハンセン病患者であった者等が受けた身体及び財産に係る
被害その他社会生活全般にわたる被害に照らし、その被害を可能な限り回復することを旨とし
て行われなければならない。
２ ハンセン病問題に関する施策を講ずるに当たっては、国立ハンセン病療養所等の入所者が、
その生活環境が地域社会から孤立することなく、安心して豊かな生活を営むことができるよう
に配慮されなければならない。
３ 何人も、ハンセン病患者であった者等に対して、差別することその他の権利利益を侵害する
行為をしてはならない。
４ 国は、ハンセン病問題に関する施策の策定及び実施に当たっては、ハンセン病患者であった
者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

施 策

○国立ハンセン病療養所等における療養及 ○社会復帰の支援及び社会生活の援助
び生活の保障 ・国立ハンセン病療養所等からの退所希望者へ

・国立ハンセン病療養所等における療養の確保 の退所準備金の支給

・国立ハンセン病療養所への再入所・新規入所の ・退所者給与金及び非入所者給与金の支給

保障 ・国立ハンセン病療養所等及び一般の医療機関

・国立ハンセン病療養所における生活の保障 における退所者及び非入所者に対する医療体

①意思に反する退所、転所の禁止 制の整備

②医療・介護体制の整備 ・相談体制の整備

③地域開放 ・退所者給与金受給者の遺族への支援金の支給

○名誉回復及び死没者の追悼 ○親族に対する援護
・国立のハンセン病資料館の設置、歴史的建造物 ・国立ハンセン病療養所の入所者の親族で、当該

の保存等ハンセン病及びハンセン病対策の歴史 入所者が入所したことによって生計が困難な状

に関する正しい知識の普及啓発等 態にある者への援護の実施

・死没者の追悼のための必要な措置

そ の 他

・ この法律は、平成２１年４月１日から施行する。
・ らい予防法の廃止に関する法律の廃止その他関係法律の整理を行う。
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   ○平成２６年１１月 :「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律」（議員立法）が成立 
                     ・退所者給与金受給者の遺族への経済的支援制度の創設                （平成２７年１０月施行） 

  

ハンセン病問題についてのこれまでの動き 
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退所者給与金及び改葬費について

これらの制度を創設する経緯

退所者給与金については、平成１３年５月の「ハンセン病問題内閣総理大
臣談話」において言及されている「退所者給与金」について、原告・弁護団
と協議を行い、平成１４年度から制度を実施することとしたものである。
また、改葬費については、遺族原告との和解の基本合意書において、遺族

に死没者の遺骨の引取りを勧めていることを踏まえ、平成１４年度から制度
を実施することとしたものである。

退所者給与金

○ 支給目的
ハンセン病療養所退所者の福祉の増進を目的とする。

○ 支給対象者
・既退所者

ハンセン病療養所の入所経験があり、平成１４年４月１日前に既
にハンセン病療養所を退所している者。

・新規退所者
平成１４年４月１日以後、ハンセン病療養所を退所した者。

○ 支給額
生活類型に応じて支給額を設定。

新規退所者 既退所者

退所者が１人の世帯の支給額 ２６４，１００円 １７６，１００円

退所者が２人の世帯の合計支給額 ４２２，６００円 ２８１，６００円

※別途、退所者が非退所者を扶養する世帯においては、１６，０００円を加算。

○ 所得制限
支給額は、前年の所得が退所者給与金年間支給額より多いとき、以下

の額を控除する。
（前年所得 － 退所者給与金年間支給額）÷２

※退所者給与金の支給要綱については、少なくとも２年ごとに見直す。

改葬費

○ 支給目的
ハンセン病療養所で死没した方に対する追悼の意を表することを目的

とする。
○ 支給対象者及び支給額

ハンセン病療養所に収蔵されている焼骨を、その遺族が改葬したとき、
その遺族に対して、死没者１人につき５万円を支給する。
※昨年10月から、支給対象者である遺族（死没者の配偶者、子、父母、孫、

祖父母又は兄弟姉妹）に、「これらの者以外の三親等内の親族」が追加され

た。
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非入所者給与金について

１ 制度の趣旨

厚生労働省は、統一交渉団との平成１６年４月１４日付の「平成１５年度ハンセン病

問題対策協議会における確認事項」を踏まえ、裁判上の和解が成立した入所歴のないハ

ンセン病元患者に対し、平穏で安定した平均的水準の社会生活を営むことができるよう

に、平成１７年度にハンセン病療養所非入所者給与金制度を創設した。

２ 対象者

裁判上の和解が成立した入所歴のないハンセン病元患者であって、厚生労働大臣の

認定を受けた者（※）

※ 平成28年４月１日以降は、和解が成立していない者を対象に含めるよう、必要な改

正を行うこととしている。

３ 給付額

基準額を、月額49,500円とし、以下のとおり段階的に給付する。

（１）段階的給付について

・市町村民税非課税の者 月65,800円

・前年の課税所得が75万円未満の者 月49,500円（基準額）

・前年の課税所得が75万円以上135万円未満の者 一部支給停止

・前年の課税所得が135万円以上の者 不支給

但し、配偶者又は一親等の直系尊属を扶養するときは、月額13,780円を加算して給

付する。

（２）生活保護相当者の取扱い

生活保護相当の者に対しては、上記にかかわらず、生活保護相当額に基準額を加算

した額を給付。その給付の実施は、「国立ハンセン病療養所等家族生活援護委託費」

の「援護費」の枠組みを準用する。
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特定配偶者等支援金の概要 
 

 

制度を創設する経緯 

特定配偶者等支援金については、平成２１年６月の「ハンセン病問題対策協議会」

における退所者の遺族に対して、その生活の安定等を図るための給与金を支給する

という要望について、統一交渉団と協議を行い、ハンセン病対策議員懇談会等の議

論を経て、議員立法により平成２６年１１月にハンセン病問題の解決の促進に関す

る法律の一部改正が改正され、制度が創設された。 

 

 

特定配偶者等支援金 

 ○ 支給目的 

ハンセン病療養所退所者給与金受給者の遺族の生活の安定等を目的とする。 

 

 ○ 支給対象者 

      ・特定配偶者等 

      ハンセン病療養所退所者給与金の受給者の扶養対象となったことがあ

る配偶者及び一親等の尊属 

 

 ○ 支給額 

全国一律に１２８，０００円 

 

 ○ 施行日 

    平成２７年１０月１日 
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○　らい予防法違憲国家賠償請求訴訟判決者数（Ｈ１３．５．１１熊本地裁）

判決を受けた原告 　１２７名

○　国立ハンセン病療養所入所者等補償金支給者数

総数 ４，１２１名

 　うち 入所者 ２，６３３名

退所者 １，４８８名

（韓国：５８１名、台湾：２９名、旧南洋庁：１名含む）

○　らい予防法違憲国家賠償請求訴訟和解者数

総数 ７，５５０名

 　うち 入・退所者 ２，１４５名

遺族 ５，２５１名

非入所者 　１５４名

○　ハンセン病療養所退所者給与金支給決定者数

総数 １，１１５名

 　うち 既退所者 １，０００名

新規退所者 １１５名

○　ハンセン病療養所非入所者給与金支給決定者数

総数 ６９名

○　特定配偶者等支援金支給決定者数

総数 ６０名

ハンセン病元患者等に対する補償等統計資料

＊「らい予防法違憲国家賠償請求訴訟判決者数」以外はすべて平成27年12月末現在である。
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